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■ 藤田代表取締役より一言
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■  2月度 安全目標

①挟まれ・巻き込まれ災害の防止

②化学物質管理の徹底

③激突され災害の防止

・2月の安全衛生行事

●化学物質管理強調月間(2月1日～2月28日)

   ●省エネルギー月間(2月1日～2月28日)
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■ ヒヤリハット報告
・「M社/浮島」の現場で掘削土をフレコンバッグに入れて積ん

でいく際、フレコンバックの取っ手にスリングを通してバックホウ

で吊り上げようとした時、まだ手を離していないのにバックホウ

が動いて指を挟みそうになった。

【改善・対策】

・オペによそ見をしないように注意喚起を行い、こちら側もしっかりと声を

 出して作業をするようにしました。

【コメント】

・現場内でヒヤリハットの共有と、基本ルールの再確認をしていただければ幸いです。
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■ 安全環境部より①
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■ 安全環境部より②



■海事・工事部より 【災害事例から学ぶ】
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・起重機船に消波ブロックを積み込む作業で、
作業員がブロックの間に挟まれた。
(右仙腸靱帯損傷他：休業見込み３０日)

・被災者はクレーンワイヤーが緩んだので、
クレーンが操作を終えたと思い玉外しを
行った。

・玉外し作業中に、クレーンオペは、合図が
無いにもかかわらず、クレーンを操作した。

【概要】※挟まれ・巻き込まれ災害

【原因】

【対策】
・クレーン操作中、玉外し者等は、船上に
明示した にて、玉外しの合図が
あるまで待機する。

・クレーンオペはクレーンの再操作が必要な
場合、 に連絡する。合図者

避難場所



■ 総務部より
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■ 新入社員紹介
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■ 周知・依頼事項①
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■ 周知・依頼事項②
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■ 周知・依頼事項③
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閉会挨拶の前に、ご質問やご意見があれば
お願いします。
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定例周知です。 現場で怪我をした際は、「直ちに正確な事実
を」報告して下さい。

時間がたってからの報告は労災認定が得られず、様々な補償が
受けられなくなる可能性があります。

また、虚偽の報告は犯罪行為となり罰則が科されます。自分の
身を守るためにも、ご協力をお願いします。



■ 足立部長より一言
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